
 

 

（様式） 

個人情報ファイル（登録）簿 
 

※ 13～17の欄に「斜線」が記載されている場合は、本票は「個人情報ファイル登録簿」であること 

１ 個人情報ファイルの名称 犯罪被害者等給付金支給裁定申請受付ファイル 

２ 実施機関の名称 岩手県警察本部長 

３ 個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさど

る組織の名称 

警務部県民課 

４ 個人情報ファイルの利用

目的 

犯罪被害者等給付金裁定事務のために利用する 

５ 記録項目 1申請年度、2事件番号、3被害者番号、4申請者番号、5給付区分、6犯罪被害者

等給付金の種類、7 発生都道府県、8 発生年月日、9 事件名、10 被害者氏名、11

性別、12生年月日、13年齢、14本(国)籍、15住所、16申請者氏名、17被害者と

の続柄、18生年月日、19申請都道府県、20教示年月日、21申請年月日、22他の

第一順位遺族、23代理申請、24申請中に死亡、25申請取下げの有無、26却下の

有無、27 犯罪被害が発生した日、28 犯罪被害の発生を知った日、29 裁定予定時

期、30 裁定予定年月、31 事件発生年月日～申請年月日までの経過期間、32 申請

年月日～裁定予定年月までの経過予定期間、33事案の概要と参考事項 

６ 記録範囲 犯罪被害者等給付金支給裁定申請を行った者 

７ 記録情報の収集方法 犯罪被害者等給付金支給裁定申請書の記載内容から収集する 

 

８ 要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 

含まない 

 

９ 記録情報の経常的提供先 警察庁長官官房犯罪被害者等施策推進課 

10 開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 
（名称）警察本部情報センター 

（所在地）岩手県盛岡市内丸８番 10号 

11 訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による特

別の手続等 

- 

12 個人情報ファイルの種別 ■法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当するフ

ァイル     □有  □無 

13 行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人情

報ファイルである旨 

 

14 行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名称

及び所在地 

 

15 行政機関等匿名加工情報

の概要 

 

16 作成された行政機関等匿

名加工情報に関する提案を

受ける組織の名称及び所在

地 

 

17 作成された行政機関等匿

名加工情報に関する提案を

することができる期間 

 

備考 - 


